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1 昭和 58年 9月21 a-(水曜日)午前 10時

1 館山市投所議場

1 出席議員 2 7名

1番 神田守陣

3番 山中金治郎

5番 川名正二

7番 種本春光

9番 福 原 動

1 1番飯田義男

1 3番石井昌治

1 5番渡辺昭夫

1 7番近藤好雄

2 0番石井武敏

2 2番 林 豊

2 4番流山源次郎

2 6番石井 正

2 8番安海徳願

1 欠席議員 なし

1 出席説明員

第 1号から教育委員会委員長を除く。

1 出席事務局職員

第 1号lζ 同じ

1 議事日程(第 4号)

昭和 58年 9月 21日午前 10時開議
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田沢勝信

日下君敏

生稲 睦

小宮利 夫

横溝 功

石井 謀

伊藤幸太郎

松 下正己

黒川 平治

吉田勇治郎

伊賀多朗

五十嵐昇

安西 益男

認定第 1号 昭和 57年度館山市一般会計歳入歳出決算の認

定について

認定第 2号 昭和 57年度館山市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定について

認定第 3号 昭和 57年度館山市老人保健特別会計歳入歳出

決算の認定について

認定第 4号 昭和 57年度館山市と畜場特別会計歳入歳出決
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日程第 1~ 算の認定について

認定第 5号 昭和 57年度館山市ユースホステル特別会計歳

入歳出決算の認定について

認定第 6号 昭和 57年度館山市学童災害共済事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

認定第 7号 昭和 57年度館山市水道事業特別会計収支決算

の認定について

認定第 8号 昭和 57年度館山市国民宿舎事業特別会計収支

決算の認定について

開 議午前 10時 o4分

。議長(石井 正君) 本日の出席議員数 26名、乙れより第 3回市議会

定例会第 4日の会識を開会し、直ちに本日の会議を聞きます。

本日の議事はお手元lと配付の日程表により行います。

乙の際、申し上げます。

ただいま、昭和 57年度一般会計、特別会計歳入歳出決算意見書につい

て訂正したい旨の申し出がありました。お手元tと配付の訂正表tとより訂正

方をお願いいたします。

議案の上程

。議長(石井 正君) 日程第 1、認定第 1号乃至認定第 8号昭和 57年

度一般会計及び各特別会計決算を一括して議題といたします。

質 疑 応答

。議長(石井 正君) 乙れより質疑に入ります。

通告がありますので発言を許します。

2 0番議員石井武敏君。御登壇願います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇}

020番(石井武敏君) 昭和 57年度の決算はっきまして御質問を申し

上げます。

まず、歳入でございますが、歳入の決算書の 5ページの 1款市税につい
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てでございます。乙の市税の申に 57年度分としまして不納欠損額と収入

未済額が載っておりますが、不納欠損になったものの理由で主なものは何

か榔説明を賜りたいというように考えます。また、収入未済額につきまし

ては、どのような種類の未済額があったのか、御説明を賜りたいと思いま

す。

乙の件につきましては、一般の景気が落ち込んでくるとおのずから法人

個人間わずに収入未済額や不納欠損額がふえてくると思います。こうした

ときに乙そ私は適正な処置が必要になってくるんではないかというように

考えます。同じ滞納をしている人でもいろいろな種類があると思います。

中にはいま払えないけれども少し待てば払える入、あるいは何とかやりく

りをすれば払える人、あるいはまた全く今後とも支払う見込みが立たない

人等々がいると思いますが、そ乙で正しい実態を掌握なさってそれなちの

適正な処置を行っていく必要があると思うんです。そうした観点から御質

問申し上げる次第でございます。御答弁いただきたいと思います。

続きまして、同じ歳入の 14ページでありますが、乙の申の 4自の教育

費国庫補助の申で 1節の申lζ 船形小学校校舎防音改築事業費補助金が載っ

ております。乙の補助金はっきまして補助の内訳を説明いただきたいとい

うように考えます。お願いします。

次lζ 、 27ページの 17款の市債についてでございます。乙の市債は 2

7ページから 28ページ等々に及んでおります。 29ページにも及んでお

ります。この申で 2自の衛生費、あるいは 4自の土木債、 5日の消防債、

6自の教育償、 7目の災害復旧債が、それぞれこれが年度内の補正によてー

て市債が増額をされておるわけでございます。それぞれどのような事業内

容か、増額によって変更されました内容はっきまして御説明を賜りたいと

いうように考えます。

以上が歳入についてでございます。

次lと、歳出 lζ いきますが、 49ページの 3款民生費の申でございますが、

乙れは民生費は当初予算額が 17億 409万 80 0 0円ですが、補正で減

額をきれております。乙れが 30 7 7万 2000円ですか、減額きれてお

りますが、なおかつ不用額を 1056万 50 0 0円余りを出してきており

ます。この減額になって福祉事業に影響を及ぼさないかどうかという点か
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ら御質問するわけでございますが、不用額の主なものを見てみますと、身

体障害者の扶助費、ぞれから児童福祉費、そして保育所費、生活保護費等

々が不用績を出しておりますが、ぞれについて御説明願いたいというよう

に思います。

民生福祉の事業は、当市がたとえば財政的に困難な折りを迎えたとして

もやはり手厚く乙れを考えていただきたいというように考えるものでござ

います。民生福祉施策に浴しております恵まれない人々を、あるいは人生

のハンデを背負った人々を政治の温かみという面から乙れをあてていくと

いう乙とを考えますときに、今回の決算に乙うした不用額をなぜ生じたの

かぜひ御説明願いたいと思います。

私は、一概に不用額が出たからといいまして、ぞれがそのまま福祉の後

退であるというように極端に考えませんが、不用額が出た理由につきまし

て正しく理解をしたいと思いますので御説明を賜りたいというように考え

ます。

次lと、 62ページでございます。 19節、乙の申に負担金補助及び交付

金が載っております。乙の申で館山環境保全公社の補助金が 45 2 6万 5

000円載っておりますが、乙の補助金に関係しまして、公社がどのよう

に運用されたかはっきまして内容を説明していただきたいというように考

えます。

公社は御承知のように、申すまでもなく、市内のし尿のくみ取り業事を

行っております。市民生活の環境衛生を保全する面からも大変大事な役割

を果たしてきているわけでございますが、公社の事業が今後とも支障なく

運営される乙とを望むものでございますけれども、たとえば近い将来にお

きましでもしし尿〈み取り料金の値上げ改定の時期が迫ってきているとす

るならば、私は現在の市民感情から考えまして多少の補助金援助があって

も値上げの方をセーブしていった方が望ましいのではないかというような

考え方を持っておりますが、乙うした微妙な補助金の背景を考慮しながら

お尋ねをいたすものでございますのでお答え騒いたいと思います。

続きまして、 65ページでございますが、乙乙 lζ4日清掃センター建設

費が載っておりますが、乙の建設費の 57年度分の工事としてどのように

完了されましたか、お尋ねをするものでございます。
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清掃センター建設につき'ましては、乙れは当市におきましでも待望の施

設であります。乙れが完成の暁には年間 3万九 lと至るごみの処理が可能で

あるという乙とでございます。工事が無事lζ無事故でまた順調な進展が図

られていく乙とを願っているものでございますが、乙のたびの決算tζ 出て

きている 57年度分の工事の内容を御説明をいただきたいというように考

えます。

続きまして、同じ 65ページでありますが、 5款の労働費申 19節の負

担金補助及び交付金があります。乙の申lζ勤労者団体補助金が 14 5万載

っております。私は、市内の勤労者団体が伸び伸びと活動ができる補助体

制が望ましいと考えておるのでございますが、今回の決算にあたりまして

補助金がどのような目的とどのような方法で運用されているのか、御掌握

をなさっている範囲でお答えを願いたいというように考えます。

続きまして、 78ページの 2項道路橋梁費が載っております。道路構築

費の申で 79ページの 2自にあります道路維持費、あるいは 3自にありま

す道路新設改良費、そして次のページ 80ページ lζ歪ります 4自の橋梁費、

そして 3項の河川費がありますが、乙れらの道路や構築や河川の修復や改

善を考えますときに、いずれも住民の要望が大変多い事業であるというよ

うに私は考えておりました。今回の決算では不用額が目立っているわけで

ございますので、その不用額の出した理由につきまして御説明を賜りたい

というように考えます。

続きまして、 84ページの 19節lζ負担金補助及び交付金が出てきてお

りますが、乙れは館山運動公園整備事業負担金でございます。乙れがどの

ような整備をなされたかお尋ねをします。また、事業費の申で当市の負担

割合としてはどのような支出をなきっておりますか御質問します。

乙の運動公園は、おそらく運動場と公園の両方の機能を果たすものであ

ろうというように思われます。いままでの市民運動場等に比較したときに、

その規模や施設を考えますとはるかにすぐれた機能を備えたものになるで

あろうというように想像できますが、完成したときにはおそらく各種団体

が大いに活用するのではないかというように期待をしておりますが、今回

の整備事業負担金につきまして御質問申し上げるものでとぎいます。

次lζ 、 91ページでございますが、 91ページの 15節工事請負費につ
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いてでございます。乙の申は那古小学校の消火栓改修工事前負費が載って

きておりますが、乙の改修工事はどのような工事かお尋ねをいたします。

合わせまして、各小学校の防火体制につきまして私は常々考えておるも

のでございます。乙れが整備をされ、万全を期されるように考えておるも

のでございますが、乙の消火栓はっきましてどのような規模のものがどの

ように配置されているか、各小学授は十分な体制があるかどうかという点

を憂慮する観点からお尋ねを申し上げたいというように考えます。

最後に、 92ページの 18節の備品購入費でございますが、乙乙 lζ 図書

の購入費と校用器具費、乙れが載っておりますが、それぞれどのようなも

のを購入したかお尋ねいたします。

合わせまして、申学校費の備品購入費についても問機にどのようなもの

を購入なさったかお尋ねしたいと思います。

購入なさる以前に購入計画等々丹念に検討なされて購入なさってきてい

ると思います。また、その購入の決算が今回載ってきているわけでござい

ますが、どのようなものを購入したかぜひ説明をいただきたいというよう

に思います。

以上、御質問申し上げますが、御答弁を燭りたいというように考えます=

よろしくお願いいたします。

(市長半海良一君登壇}

0市長{半海良一君) 石井武敏議員の御質問lとお答えをいたします。

市税のうちの不納欠損額、収入未済額についての御質問でございますが、

昭和 51年度市税のうち倒産等により財産のなくなったケース、病気や営

業不振などで生活困窮のケース、転出先に照合しでも所在の判明しない居

所不明のケースなどで不納欠損処分した額は 619万 1144円でござい

ます。その内訳は、倒産等のケース 95件、 34 4万 5000円、生活困

窮のケース 236件、 209万 4000円、居所不明のケース 115件、

6 5万 1000円でございます。乙れは前年度対比 15. 4 %の減となっ

ております。

次lζ 、収入未済額でございますが、昭和 51年度市税収入未済額は 2憧

856万 43 6 1円でございます。種目別に見ますと、市民税 5386万

6 00 0円、固定資産税 1億 160万 50 0 0円、軽自動車税 210万 8
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000円、特別土地保有税 25 2 8万 90 0 0円、都市計画税 25 6 9万

400 0円となっております。

次lζ 、船形小防音改築事業補助金についての御質問でございますが、第

3期工事としての防衛庁補助金でございまして、補助対象の内訳は面積 1

111. 15m2~ζ 対しまして工事費分 7 6 8 6万 10 0 0円、事務費分 9

8万 60 0 0円、合計 77 8 4万 70 0 0円で補助率は 75%でございま

す。

なお、乙のほかに東京都より寄付金として 750万円を受け入れており

ます。

次lと、市債についての御質問でございますが、市債につきましては当初

各事業費と国から示される地方債計画に基づきまして年度借り入れ予定額

を積算し予算計上いたしましたが、その後の事業費の確定、あるいは適債

事業の新たな必要性lとよりまして資金区分等を考慮しながらその都度補正

予算lとより増減をお願いいたしていると乙ろでございます。

5 7年度の主な増額の市債補正といたしましては、国の補助金採択の決

定を待って予算計上いたしました清掃センター建設事業として 1億 14 4 

0万円、市が建設し環境保全公社に貸与する乙とにいたしました清掃事務

所建設事業として 67 6 0万円、詰め所建設用地を確保し予算計上いたし

ました堂の下消防施設整備事業として 360万円、その他道路整備事業と

して 7180万円、船形小学校校舎防音改築事業として 2190万円、土

木施設災害復旧事業として現年災害分 1350万円等でございます。

次lζ 、歳出につきまして、まず民生費の不用額についての御質問でござ

いますが、民生費の不用額は 10 5 6万 5277円でございますが、その

内容につきましては、社会福祉総務費では 24 6万 6857円で主なもの

は扶助賓の身体障害者更生医療給付扶助費でございます。当初予算におい

て年間件数 14 0件、 503万 3600円を見込んだと乙ろ、決算におい

ては 121件で 43 7万 8896円となりましたので不用額が生じたもの

でございます。

次lζ 、児童福祉総務費については 102万 8761円の不用額が生じて

おりますが、乙れは当初予定しておりました新宿青年館の補修工事が見送

られたため原材制費が不用額となっております。
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次tζ 、保育所費 152万 52 3 5円の不用額はっきましては、その主な

ものは需用賓のうち暖房用の燃制費で、乙れは暖冬lと伴う使用量の減lζ よ

るものでございます。

次 lと、生活保護費の主なものにつきましては、医療扶助費で年間件数 3

852件、 1件当たり 7万 4604円を見込んだと乙ろ、決算におきまし

ては 3805件で 1件当たり 7万 35 8 1円となりましたので不用額が生

じたものでございます。

次 l乙、館山市環境保全公社補助金についての御質問でございますが、乙

の件につきましてはし尿収集手数制を 10 t当たり 120円で予定いたし

ましたと乙ろ 90円となりましたので不足を生じ、決算見込みにおける収

支の不足総額 4526万 50 0 0円を補助したものでございます。

次lζ 、清掃センター建設費についての御質問でございますが、清掃セン

ター建設費施行内容はっきましては 3カ年継続事業の初年度として 16健

8 0 0 0万円の 10%分 1億 68 0 0万円で本館、工場棟の基礎及び 1階

部分と煙突を施行するとともに、他lと使用水確保のため 415万円で深さ

1 0 0 m 、掘削口径 45伽の取水井工事を施行いたしました。

次lと、勢働費申の勤労者団体補助金についてでございますが、乙の補助

金は勤労者の福祉、文化活動の向上を図り、勤労意欲の増進lζ寄与する乙

とを目的lと労働団体の行う生活相談、研修会、文化活動、体育大会等に対

して安房地区労働組合協議会に事業補助をいたしております。

次 lζ 、土木費関係の御質問でございますが、第 2項の道路橋梁費申工事

請負費につきましては当初計画いたしましたものを全部執行いたしました c

不用額はっきましてはその入札残でございます。

3項河川費申工事請負費の不用額につきましては、かにた川のしゅんせ

つ工事を計画しておりましたが、護摩も含めて補助事業として申請する乙

とにいたしましたので、工事の執行を延期したものでございます。

次 lと、館山運動公園負担金についての御質問でございますが、乙の昭和

5 7年度事業内容でございますが、まず第 1点は、多目的運動場 20 0 m 

トラックと 8000m2の芝張り工事。第 2点は、幹線開路、幅員 7m、延

長 720mの舗装。第 3点、雨水、汚水排水路、口径 200聞から 100

0 _のものでとさいまして、延長は 14 37mでございます。第 4点、鎗
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水工事 18 9 0 mを設置を'いたしました。第 5点、電気工事、乙れは 50 

o 0 mを設置をいたしました。第 6点、植栽工事、高木 172本、低木 3

600本の植栽をいたしました。第 7点、入り口まわり歩道等整備 208

3 m2等を実施をいたしました。

事業費は公共分 2億 20 0 0万円、県単分 5000万円、合計 2億 70 

o 0万円に対し、市の負担割合は公共分 10分の 2、県単分 10分の 4で

合計 64 0 0万円を負担金として支出いたしております。

次lζ 、 15節工事請負費についての御質問でございますが、那古小学絞

消火栓改修工事について御説明いたしますが、既設の消火栓配管系統から

の漏水が生じ、その原因究明を専門業者lζ 依頼いたしましたと乙ろ、地下

埋設部分が電蝕作用により腐食したための漏水ということで、地下埋設部

分を露出配管lと敷設がえいたしたものでございます。

次lこ、各小学校の消火栓関係についてでございますが、学校等の防火対

象物lと対しましては消防法第 17条一ーすなわち消防用設備等の設置、維

持の規定でございますが、乙れによりまして消防用設備等の設置及び維持

が義務づけられております。したがいまして設置にあたっては消防署との

事前協議、指導等により施行いたしたものでございます。また、設置後は

各学校の防火管理者による維持管理はもちろんのこと、消防法で義務づけ

られております保守点検につきましでも消防設備士等への点検委託により

万全を期しております。

次lζ 、 18節の備品購入費についてでございますが、まず最初に図書購

入費でございますが、乙れは各学校の図書室で管理する児童生徒用の図書

購入費でございまして、小学校費で「世界名作童話全集」、 「日本の文学

全集 J、 「社会の絵本 J、 「おはなじ日本史J等 620点、 125万 83 

3 0円、申学校費で「世界の文学ヱテルナ J、 「日本の古典文学」、 「宮

沢賢治集」等 73 5点、 124万 18 8 6円でございます。

次lζ 、校用器具費でございますが、これは各学校で管理運営上必要とす

る、主として事務機器等の購入費でございまして、小学校費で校旗、移動

式ステージ、焼却炉、応接セット、牛乳保冷庫、児童用学習机等 402点、

768万 92 1 5円、中学校費で図書室用の書架、美術机、いす運搬用台

車、生徒用学習机等 339点、 422万 47 3 5円でございます。
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以上、答弁を終わります。

020番(石井武敏君) ただいま市長さんから御答弁を賜わりましたが、

なお数点にわたって御質問したいと思います。

まず、歳入の申の不納欠損額についてでありますが、乙れはただいまの

御答弁では倒産、その他行方不明等々で 619万ですか、前年度lζ比較し

ますと、不納欠損額としては前年対比 75. 4 96という答えで、前年対比

では減ってきているという乙とがうかがえます。私は不納欠損lこ至るまで

の処置についてそれが適切に、適正lζ行われたかという点から御質問いた

したわけでございますが、不納欠損lζ至る期聞はっきましてどの程度の期

間を考慮して不納欠損ほしているかお答え願いたいというように思いますご

また、収入未済額の点はっきましても、収入未済の整理の方法につきま

してもう少し具体的にしていただきたいというように考えます。

それから、特別土地保有税に関係しまして、乙の保有税は当市lと住宅が

なくて、納税義務者が市外にある場合が多いんではないかというように考

えますので、そうした場合納入状況が遅れるんではないか、未掌握になる

部分があるんではないかというような乙とを考えますのでお尋ねいたすわ

けでありますが、乙うした特別土地保有税の滞納者lと対しましてはどうい

うような対策を講じられておりますか、お答え顕いたいというように考え

ます。

歳入のうちの不納欠損額と収入未済額については、以上お答え願いたい

と思います。

次lζ 、船形小学校の防音改纂工事の事業についてでございます。いわゆ

る防衛庁と都の補助率等々御答弁によりまして了承いたします。

乙乙で、私は都や防衛庁じゃなくて文部省の補助のある学校の建設につ

きまして少々再質問させていただきたいというように思います。

それは、義務教育施設の申で国庫補助の負担はっきましては建設単価が

非常に低く見積もられているという乙とで、乙れは前々から私も考えてお

りまして、乙の建築単価が国の方で非常に低く見積もられているために市

の負担金が非常に高くなる、乙れを実情lζ 合わせた額まで引き上げる必要

があるんではないかというように考えておりました。乙の件lζ つきまして

御質問するんですが、やはり最近の学校建設のあり方を見て、補助事のあ
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り方を見ましでも、その超過負担というものが狭まってくるんではなくて

だんだんふえてきているように、超過負担分がふえてきているように思わ

れるんです。それで超過負担を少しでも軽減していく方法がもしあるとす

るならばぜひとも講じていただきたいというように考えるわけでございま

す。そ乙で乙の超過負担分lζ 関する現在の状況や考え方や対策方がもしお

ありとすればお答えを賜りたいというように考えます。

次lこ、市債についてでございますが、市債の、年度の途申で補正によっ

て増額されて、市債が増額されておりますが、たとえば当初予算で十分計

画が立って盛り込めるんではないかと思われるような事業も申にはありま

すが、それが年度途中で市債を起 ζ して事業を起乙しているという、たと

えば清掃事務所とか初めから当然わかっているようなものがあとから出て

くるというような面もあります。ぞれは御質問ではございませんので結構

でございますが……。

私は、乙の市債の申でお尋ねしたいのは、特lと災害復旧債についてお尋

ねをしたいんですが、災害復旧については特に災害の基準によりまして私

は国の方が十分手当てをしてめんどうを見てくれる部分があるんではない

かと思います。やはり災害復旧に関しましてはできるだけ市債を使わずに

国のそうした補助を使う努力をしていただきたいというように考えますが、

乙れは災害の基準やいろいろなものによって市債が生じてきているんでは

ないかと思いますので、乙の災害との関連につきましでもう少し市債の内

容を明らかにしていただきたいというように思います。どの程度までの災

害の基準であれば国が全部持つのか。そのへんを明らかにしていただきた

いというように考えます。

また、乙れらの市績は関連しまして、当市はざっと 70億ぐらいの市債

を抱えているんではないかと思いますが、乙の市債に対しての考え方につ

きまして一言お尋ね申し上げますが、市債を起乙すにも市民の必要な環境

整備とか生活lζ 関係しているものとか、市民iと利益たらしめるものはどう

しても市債を起乙しでもやっていく必要が申lとはあると思います。市債が

多いから市債をなくせと言うんではございませんが、ど乙まで現在の当市

の規模から見まして市債の限度額ぞ考えておるのか。市債の限度額の範囲

というものを乙の質疑の申で明らかにしておきたいと思いますのでお答え
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を願いたいと思います。

次lと、歳出でございます。

歳出の申の民生費でございますが、特lζ民生費の申の身体障害者の扶助

費でございます。乙れにつきましては御答弁を賜りましたが、私が考えま

すには身障者の方々に対しまして身障者の必要とするものが、そういう必

要とする器具とか道具が十分それに対応できて潤っているかどうか、十分

対応体制があるかどうかという点からお聞きしているんですが、乙うしれ

扶助費lと関しまして身体障害者のニーズをどういうふうに掌握なさってお

りますか。掌握の仕方をお尋ねしたいと思うものであります。扶助費とし

て決算で不用額が出てきていても実際にはまだこういう要望があったとい

うものがあるかどうかという点からお尋ねするわけでございますが、お答

え願いたいと思います。

それから、生活保護費の申で、乙れは生活保護費の医療費部分が減額に

なったために、予定より少なかったために乙れが不用額そもたらしたとい

うように御答弁がありました。乙れにつきましてでございますが、生活保

護費が総体的に実情にいささか合わないような低さがあるんではないかと

いうように考えますので御質問いたしますが、生活保護費の申の食糧費は

いま 1ヵ月 1人当たり幾らになっておりますか、お答え願いたいと思いま

す。

それから、児童福祉費の申で、御答弁lζ よりますと新宿の青年館の見送

りがあったから不用額が出たというような御答弁ありましたけれども、乙

れはなぜ見送りになったのかお答え願いたいというように考えます。

次 lと、館山市環境保全公社の補助金につきましてでとざいますが、これ

は現在補助金の額の設定の仕方でございます。総額の申の何%ぐらいにな

っておりますか。資制があったらお答え願いたいと思います。

それから、もう 1つ現場の問題でございますが、し尿くみ取りの現場に

おきまして脱臭器が付けられるようになっているんじゃないかと思います

が、この脱臭器は全部の車両iζ 付いておりますでしょうか。お答え顕いた

いと思います。

次lζ 、清掃センターの建設費の中で、これは御答弁によりまして了承い

たしますが、建設申lζ 現場で事故がなかったかどうかお答え願いたいと思
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います。

ぞれから、勤労者団体補助金につきましては了承いたします。

次lと、道路橋梁費でございますが、御答弁によりますと事業内容として

は全部執行されたと、ただし不用額は入札の残であるというようにお答え

がありました。年度内lと要望したものに対してはすべての工事が必要どお

り、要望どおりは完了したというように御答弁からは解釈しますので、乙

の点で了承いたします。

が、 1点だけお尋ねしたい乙とは、御答弁の申ほかにた川の護岸工事と

いうことが出てきました。乙れは河川費の中でかにた川の河川の修復を計

画しておった、当初。しかしよくよく調査をしてみたら、乙れは護岸が必

要ではなかったかどうかというような問題になってきた。それでは今回は

取りやめて護岸からやろうではないかというようになった。そのために工

事を見送ったので不用額が出たというように御答弁からは解釈するんです

が、かにた川の護岸工事はぜひ進めていただきたいというように私は思い

ますが、現在かにた川の護摩工事の規模とか、そうした工事の内容がおわ

かりになれば説明を加えていただきたいというように思います。

次lζ 、館山運動公園の整備事業の負担金についてでありますが、これは

公共で負担率は 10分の 2、県の関係は 10分の 4ですか、お答えがあっ

たと思いますが、乙の件lと関しましては了承いたします。

今後の開題としまして、質問を補足きせていただきたいと思いますが、

これができ上がった際には公閣の維持管理は県になるのか、市になるのか、

その方向があればお答えいただきたいというように思います。これはまだ

施設が全部でき上がってみないと維持管理費がどのくらいになるか想定は

むずかしいと思いますが、しかし県が主体になってつくって、市がそれに

負担金を出してつくる施設でございます。できれば県が乙れを維持管理を

して館山市民が大いはこれを活用するというようなスタイルになれば乙れ

また大変結構でございます。しかし今後県がどのような考え方lζ 立っかと

れもまだ微妙なものがあるんではないかというように考えます。そのへん

は十分によく検討なさって御判断顕いたいというように考えますが、とり

あえず現在の方向としては県の方向なのか、市の方向なのか、方向性があ

れば伺いたいというように思います。方向性がなければないで結構でござ
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います。

それから、次に那古小学校の消火栓につきましてでございますが、乙れ

はただいまの御答弁で消火栓の工事の内容等々はよくわかりました。消火

栓が何か痛んで修理をしたようでございます。

そ乙で、消火栓の耐周年数はどのくらいなのかお尋ねをしたいと思いま

す。御答弁lとよりますと、消防法によります設置維持管理を守りまして防

火体制をやっておるようでございます。乙れは大変重要な事柄であります

ので消防法にのっとった防火の設備の設置維持管理を行っていただきたい

というように考えますが、乙の消防法にのっとっている建物、設備等々、

乙れは各小学校、各申学校全部問機lζ 扱っておるんでしょうか。特lと遅れ

ている学校とか、アンバランスがあってはいけないんではないかというこ

とで質問しているわけでございますが、実情をお示し願いたいというよう

に考えます。

最後に、備品購入費につきましてでございますが、乙れはお答えにより

まして、図書賓と校用器具費、それぞれ何点、幾らというように御答弁が

ありまして、その点ではわかりました。

私は、再質問したい点は、購入先を明らかにしていただきたいというよ

うに考えます。

御質問いたします。

O総務部長(鶴岡卓樹君) 不納欠損につきまして、いつごろ不納欠損蜜

いにするか、その経緯の実態についてお答えいたします。

市税の賦課から最終的な不納欠損までの経緯でございますが、まず納期

を過ぎますと滞納になりますので督促状の発送、以後は定期的tζ催告状の

発送、文書で納税を促します。続いて臨戸納税相談を実施しております。

乙れは土地担当の徴収職員がおりますのでその方々が行います。特lと年末

の 12月、年度末の 3月、出納閉鎖期の 5月は強化月間としております。

さらには市外、管外の徴収も実施しております。乙の間不在者につきまし

ては休日や夜間を含めまして滞納の実態の把握lζ特 lζ 努めております。

5 7年度末現在の実態で申し上げますと、時効申断の実態でございます

が一一それはたとえば差し押さえするとか、分納措置をするとか、納付の

契約をとるとか、そういう措置でございますが、ぞれを見ますと差し押さ
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え等で 44 0 0万強、分納措置等で約 1億 2000万、合計 1億 60 0 0 

万強の措置をしております一一等の扱いをいたしますが、どうしても無理

な方々も実態はございます。その方々には執行停止の措置をとります。

そういう乙とで、不純欠損として措置できる場合でございますが、地方

税法上納期限は 5年が原則でございます。で、時効になります。滞納処分

の執行停止が行われた場合は 3年でございますが、その場合は滞納処分す

るときの財産がどうか、その生活が著しく困窮させるおそれがあるかどう

か、また滞納処分する乙とが財産なり、その所在が不明であるときは原則

として 3年でございます。ちなみに不納欠損の実態は昭和 50年度、 51 

年度、 53年度、 54年度の合計で先ほど市長がお答え申し上げましt:6

1 9万 1144円でございます。

ぞれと、収入未済の整理の方法でございますが、税につきましては厳粛

な信託という前提がございまして、その公平性を特lζ求められております。

市税の徴収はっきましてはできるだけというか、適切な措置をする、そう

いう乙とが前提でございます。つきまして自主納税組織等の拡大などして

おりますが、よりきめの細かい積極的な徴収対策といたしましては、先ほ

どもお話し申し上げましたが、滞納処分を前提としました実態調査がござ

います。生活状況、財産状況、滞納原因等の把握、つきましては担税力の

あると認められました方々については差し押さえ、分納措置、そういうこ

とでその後は執行停止、そういう整理を行っております。

それと、特別土地保有税の関係でお答えいたします。市外者の特別土地

保有税の納入状況でございますが、 57年度は現年課税分で 49件、調定

額 59 6 6万 8100円ございまして、収入が 54 2 0万 5120円ござ

います。それと繰越分におきましては 8件、調定 2666万 7310円、

収入が 601万 48 8 0円ございます。

なお、その後の状況でございますが、乙の滞納lと対しましてきょう現在

では 696万 1360円納入されておりまして、近くそのほかに 12 0 0 

万も納入の予定もございます。

ぞれと、市債についてのお尋ねでございますが、途中で補正されるお話

がございました。市長が御答弁申し上げましたように、当初は、一般的な

流れでございますが、予算計上された金額の申で、見込みで私の方で予算
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を立てます。市債計上します。それで園、県が一一大蔵、自治共同により

ます毎年度定められます許可方針lとよりましてヒヤワングを受けます。そ

乙で採択をされます。そ乙で許可決定が出まして起債額の決定が一般願序

でございます。そ乙で途中で入る分、それとそのときヒヤリングで起債方

針に基づくもので増加されるものとケースがいろいろございます。

ぞれと、災害の関係でございますが、災害につきましては査定一一一災害

がございますと査定官が現場で査定をいたします。それで公共採択の場合

一-i翠庫補助の場合ですけれども、 3分の 2の補助、ぞれと乙れは単独r
という乙との採択につきましては 10 0 %の起債、ぞれから公共はっきま

しては裏負担の 3分の 1が起債対象でございます。

それと、地方債の考え方でございますが、仰せのとおり起債残高が 74 

億を超えておりまして、今後とも増加傾向の一端がございます。それで起

債の許容といいますか、指導方針がございまして、その指導方針は地方債

許可制限比率という形であらわしております。起債はっきましては全般的

な財政運営をどうするか、そういう問題と、大きい問題と直接的なからみ

合いがございます。その場合財政構造の弾力性の確保、いつでもある程度

の備えがなければいけないという意味がございまして、そのへんから公債

比率の出発点がとざいます。

そ乙で、いま指導を受けております方針でございますが、地方債許可制

限比率が 20%以上ですと起債の制限がございます。一つの見方、指導で

ございますが、 1つは 10 %ライン、乙れは財政硬直化の前ぶれで財政運

営にあたりまして注意しろ、警告ラインと言いますか、そういうものが 1

0%ラインがございます。それとそういう警告ラインでございますが、ま

あまあ許容できるだろうというラインが 15乃至 16 %の指導がございま

す。 20 %になりますと起債が制限される。そういう方法で指導がござい

ます。

以上です。

O教育長(安田豊作君) 船形小学校の第 3期工事に関連いたしまして、

文部省補助による建築の超過負担はどうなっているのか、乙ういう御質問

でございますので申し上げます。

鉄筋コンクリートづくりの校舎をつくるとしまして、いま手元にあるデ
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ータとしては昭和 54年度全国平均のデータがあるんですが、 1平米当た

り11万 11 3 3円というのが実施単価であります。ぞれに対して補助単

価は一一柑助単価というのが文部省補助の場合は決まっているわけですが、

1 0万 111円で 12 1 9円が超過負担になっております。実施単価の約

99%が補助単価、乙ういうのが 54年でございます。しかし当市が 57 

年度の補助事業で実施しました例を申し上げますと、実施単価が 14万 6

4 5 7円で補助単価が 12万 9300円、補助単価は 54年からは上がっ

ておりますけれども超過負担がふえまして 1万 7 157円でございまして、

実施単価に対して 88. 3 %の補助単価、こういうことになっております。

ただし、館山市で行いました工事というのが小規模の工事であったという

ことと、それから地盤にいろいろ変化があります、要するにくい打ちの長

さがいろいろあります。

そういう乙とで一概に言えませんけれども、確かに 54年から館山市の

例主任見れば超過負担はふえているということも言えると思います。しかし

乙れらについては全国的な問題ですので、全国市長会、あるいは乙れも全

国組搬である公立学校施設整備期成会等で前から継続して乙の超過負担の

解消については運動を続けております。その結果がさっき申し上げたよう

に補助単価の年々の増加にはなっておりますけれども、実施単価の方が上

回っているという結果になっているんじゃないか、乙う思っております。

ぞれから、頗序が支出の方に少し飛びますが、申し上げきしていただき

たいと思います。

那古の消火栓の工事lζ 関連しまして、そうした給配水の耐用年数はと一

一乙れは法的には 15年が耐周年数になります。

それから、各授の防火施設といいますか、防火施設はどういうふうにな

っているかという乙とでございますが、乙れは市長から申し上げましたよ

うに消防法で決まっておりまして、全授がその対象といいますか、法!ζ 照

らして設備完全にされています。ただ、建物の小規模のために一一そうし

た義務のないところが小学校で 3校、幼稚園で 8園が小規模のために対象

には・なっておりません。しかし、消火器その他は消防署の指導で、そうい

うものについては完備している、こういうことでございます。たとえば消

火栓、それから火災報知器、非常放送設備、誘導灯、消火器等一一消火器
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は全授は、全園にあります。以上です。

ぞれから、備品購入について膚入先はどうなっているんだ、

とでございますが、図書の薦入は全部市内業者から購入しております。備

乙ういう乙

晶につきましては、小学校の方で言いますと全部で 80件、うち 2件が東

京、 1件が千葉、 77件が市内でございまして、 83. 1 %は市内業者か

らの購入と、乙ういう乙とになっております。ぞれから申学校費では 2件

が東京、 2件が千葉、 44件が市内業者、 8O. 2 %が市内業者からの購

乙ういう乙とになっております。
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入、

以上です。

。民生部長(鈴木 力君} 身体障害者のニーズの把握の方法としてどの

ような方法で把握されておるか、乙ういうお尋ねでございますが、市とい

たしましては特に一昨年の国際障害者年を契機といたしまして市内の重度

の身体障害者の実態調査というものを実施しておりまして、そ乙でニーズ

の把握をしているわけでございます。その申で制度上の各種の指導、 乙れ

につきましては日常生活用具の貸与、給付、あるいはまた補装具の貸与、

乙ういうものを行いまして徹底を図っていると乙ろでございます。それか

度上の PRを図っておると乙ろでございます。

それから、生活扶助の基準のうち食糧費の占めるいわゆる算定の基準で

ございますけれども、とれにつきましては標準 4人世帯で申し上げますと、

1カ月間 8万 9370円が基準でございまして、乙れの 75%の 6万 69 

9 8円、乙れが食糧費lζ 当たる基準額でございます。

それから、青年館の補修工事費の関係でございますが、

しては予算編成の時点におきまして、新宿青年館におきまして青年館の補・

乙ういう御要望がございまして予算lと計上いたしたわけでと

乙れにつきましては地元の関係で補修工事を実施しなかっ土、

あるいは市の広報lとよりましでも制

乙れらはっきま

修をしたい、

ざいますが、

乙ういうことでございます。

それから、保全公社のし尿くみ取り車の脱臭装置でございますけれども、

現在保全公社で取り扱っておりますバキュームカー 14台ございますが、

そのうちの 9台に脱臭器を取り付けをいたしております。

それから、なお 57年度中、清掃センターの建設工事lと伴い事故はなか
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ったかというお尋ねでとさいますけれども、ぞれにつきましては事故はご

ざいませんでした。

O経済部長(山田俊康君) かにた川護岸工事の規模等の内容という乙と

でございますが、かにた川が河口から県道の豊津構まで 1. 2 k..ございま

す。川幡も 5 mから、広いと乙ろで 15mぐらいございます。流域は 46 

82Zございまして、乙の広い流域から山林、回、畑、宅地等もとさいます。

河口の潮の流れ等もいろいろ変わりますので、乙れら基本的なものを調査

いたしまして護岸の強度、延長、探き、それ等も決めてまいりたい。現在

乙の調査費用等についても補助対象になるように運動しておりますので、

現在のととろ護岸の工事規模が確定しておりません。

それから、運動公園の完成後の維持管理という乙とでございますけれど

も、現段階では当然県が行っております。将来につきましては県と市と協

議の上、決定するという方向を考えております。

020番(石井武敏君) 市税はっきましてでとぎいますが、おおむね理

解はいたしました。

ただ、 1点だけ市内の市税の徴収tζ 闘しまして停止処分になっていると

乙ろがいまあるんじゃないかと思います。現在何件ぐらい館山市内にあり

ますかお答え顧いたいと思います。

市税の徴収に関しましては、大変な御苦蛍もおありかと思いますが、ま

た一段と御努力をお願いしたいと思います。

それから、教育費の申の超過負担lと関してでございますが、教育長の御

答弁で 54年から 57年度までのデータをずっと見てみますと、やはり鑓

過負担としてはふえてきているように思います。これが解消のためには全

国市長会、あるいは公立学校の施設整備期成会ですか、この 2つの会にお

きまして国の方に要請する形がとられているようでございますので、どう

か折りにつけ乙うした問題を取り上げていただいて、超過負担が少しでも

少なくなってくる方向を目指していただきたいというようにお願い申し上

げます。

ぞれから、市債に関係しましては了承いたしました。

民生費の申の、身体障害者のニーズlと応えるために巡回相談とか、さま

ざまな方法がとられているようでございます。とれはひとつ漏れがないよ
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うにていねいに進めていただきたいという乙とを希望いたしまして、質問

を打ち切ります。

ぞれから、環境保全公社の関係でございますが、し尿くみ取り車の、現

場において脱臭器を付けている車は 14台申 9台ということでございます

が、乙れで十分なのかどうかお答え願いたいというように考えます。

また、かにた川の護岸工事、乙れは現在、御答弁によりますと調査を進

めているという乙とでございますので、ぜひそういう方向でなるべく早い

機会に工事ができるように配慮をしながら進めていただきたいと思います

ぞれから、消火栓についてでございますが、これは消防法lζ 基づく規模

の建物には消騎法を適用して、そして防火体制をとっておられるように教

育長さんの御答弁から受け取られました。館山市の学授の申で小学校 3校

が防火設備の設置義務のないと乙ろがあるということでございました。こ

れに関しまして、ど乙の学校なのか。それならば防火体制はどのようにな

ってやっているのかお答えを願いたいというように考えます。

また、もう 1点。備品購入費につきましてでございますが、これは館山

市外が何件一一千葉とか、東京とか、館山市とか購入先の件数によってお

答えいただいたわけでございます。件数lとよりますと、備品購入の申では

大体 8割が館山市内の業者がとっている。金額的lζ しますとどういうふう

になりますか、金額の比率からしますとどのようになりますかお答え顕い

たいと思います。私はぜひとも館山市の業者の、商庖とか、乙うした種類

の購入できるものを置いている業者から活用して購入していただきたいと

いう考え方を持っておりますので御質問するわけでございます。お答え願

いたいと思います。

。総務部長(鶴岡卓樹君) 市内の滞納処分といいますか、停止処分の件

数のお尋ねでございますが、いままでの累計数は手元にございませんので

後ほどまたお届けいたしたいと思いますが、概算で推計いたしますと約 6

000件程度かと思います。ちなみに 51年度分の停止処分件数は 685

件ございます。

。教育長(安田豊作君) 3校の消防法lζ よらない一一ちょっと説明がま

ずかったかと思いますが、消火栓を設置義務がない学校が 3校、それは神

戸と神余、九重。乙れは棟ごとで、ひと棟 100平米以上のところに設置
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義務があるという乙とで、'神戸にしても、九重にしても、神余にしても棟

が幾つにも分かれている、乙ういう乙とでございまして、自動火災報知緯

とか、非常放送設備とか、消火器等は消防法で決められたように設置され

ております。ですから、消防法による義務づけられた設備は完全にしてあ

る、乙ういうふうに御理解いただきたいと思います。

ぞれから、備品購入についての金額の割合という乙とでございますが、

小学校費で備品購入をしました総金額が 168万 92 1 5円、東京で買い

ましたものが 22万 50 0 0円で 2. 9 %、千葉の商居から買いました色

のが 101万でございまして、 14%でございます。市内業者から買いま

したものが 639万 42 1 5円で 83. 1 %でございます。中学校費で買

いました金額 422万 41 3 5円でございます。東京 2件が 21万で 5%

でございます。ぞれから千葉の 2件は 62万 40 0 0円で 14. 8 %。市

内が 339万 13 5円で 8O. 2 %でございます。

市外で買いました品物については、小、中ともスツールという丸いす、

見積もり合わせの結果東京の業者の方がずっと安かったという乙とと、そ

れから小学校費で買いました牛乳保冷庫の扱いは補助金の関係もありまし

たし、千葉lとしか厨房設備のあれがなかったということでございます。そ

れから千葉の音声調整卓、乙れはいずれも見積もり合わせの結果市外の業

者から買った、乙ういう乙とでございます。

。民生部長{鈴木 力君} 環境保全公社の収集車の脱臭装置はっきまし

ては、年次的lと計画を進めてきておりまして、残る未設置の車はっきまし

てはこれから計画によって設置をしていきたい、このように考えておりま

す。

02 0番(石井武敏君) 質問を終わります。

。議長(石井 正君) 以上で 20番議員君の質疑を終わります。

次、 1番議員神田守糧君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇)

o 1番(神田守隆君) 決算認定につきまして、通告しました諸点につい

て御質問申し上げます。

歳入歳出事項別明細書lζ 基づいて質問してまいりたいと思います。

まず、 35ページ市長交際費についてであります。予算 450万円に対
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しまして 449万 8093円と、ほぽ全額を使い切ったわけであります。

乙の支出内容について御説明を願いたいわけであります。

また、特tζ本年の支出傾向について、乙れまでに比べて特に変化はなか

ったのかどうか、合わせて御説明を願いたいと思います。

さらに、当該年度はちょうど 9月議会の終了後に市長招待でいわゆる真

昼の宴会というような事件が新聞で報道されるなどの事件がありました。

乙のための支出は市長一切していないとは思いますが、確認してよろしい

かどうか。 お聞かせをください。

次lζ 、 10ページの児童福祉施設の負担金及び関連いたしまして 56ペ

ージの児童措置費、いわゆる保育所の関係についての問題でありますが、

当市の保育所の定員は公立、私立合わせて 84 0人、 4年前を調べてみま

すと、 54年lとは 717人が入所をしておる、定員lζ 対する措置率が 85 • 

4%あったようでございますが、現在は 71. 7 %にまで落ち込んでいま

す。乙うした乙とは高い保育制にその一因があると思うわけであります。

乙うした点から御質問申し上げるわけでありますが、 57年度近瞬の他町

村との比較で当市の保育斜はどのようになっておるのか御説明をお願いし

たいと患います。

また、当市の保育料は前年度の国基準lζ基づいて実施しておるという乙

とで、園基準を 1年遅れという乙とでありますが、ぞれをそのまま当市lと

当てはめているわけでありますが、合理性があるのか大変疑問lζ思ってお

ります。市当局はとの方式、保育制のあり方についてどのように考えてい

るのかお聞かせ巻願いたいと思います。

第 3点目 lζ 、いわゆる保育所での市の基準外の負担、 これが 8952万

3 0 0 0円余という乙とで、 4年前の比較で見ますと 4625万 2000・

円ですから、ほとんどわずか 4年の間に市の基準外の負担が倍増をしてい

るという乙とで、乙の 4年聞を追ってみますと、国や県が負担しているの

は約 1億 6000万円で 4年間全く変わっていないわけであります。保育

費用が全体として 3億円から 3億 75 0 0万円とふえていますが、 乙のふ

えた分はそっくり市とあるいは子供さんを預けておる父母の保育斜という

形ですっかりしょい込んだ形になっているんではなかろうかと思います。

しかも入所の児童数が 100人以上も減っている乙とから大変に父母の負
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担がふえたという乙とがうかがえると思います。乙うした点で本来保育所

の費用その 10分の 8は国が負担すべき筋のものであります。実質的な負

担を 57年度の決算の数字から追ってみますと、 37%程度しか実質的な

負担ほしておらないのではなかろうかと、市長は国lζ対して実情lと沿った

基準花園の補助、保育単価の改定等を求める必要があるんではなかろうか

と思いますが、乙の点での、乙れまでの市長の乙の問題についての働きか

け、そうしたものがどうであったのかお聞かせ願いたいと思うわけです。

次lζ 、 12ページのし尿処理手数制及び 64ページのし尿処理費に関連

して御質問を申し上げるわけであります。 57年度の当初予算案で最も大

きな問題となった、また市民からも大変注目された問題はし尿のくみ取り

斜金の 87%もの値上げの問題でありました。市議会は乙れを 40%の値

上げに押さえる修正を行ったわけでございますが、乙うした経過を踏まえ

て 57年度決算について質問しようとするものであります。

まず第 1点は、し尿の収集、し尿処理の住民負担のあり方について市長

はどのように現時点でも考えておられるのか。予算の説明時と乙のへんに

ついての考え方、変わっておるのか、おらないのか、御説明願いたいと思

うわけであります。

次lζ 、 57年度の決算の数字からし尿の処理コスト、また収集のコスト、

乙れについてはどの程度だというように把握をしておられるのか御説明を

願いたいと思うわけであります。

次lζ 、 108ページの公債費について御質問を申し上げます。乙の公債

費も 10億 869万 8000円余という支出をして、そのうち利子分の返

済という乙とで 4億 6573万 7000円余となっているわけであります。

監査委員の決算審査意見書の 34ページから 35ページにありますが、 5

4年度対比で一一54年から 57年の乙の 3年間で公債費の指数は 20 7 • 

3という乙とで倍以上に伸びているわけであります。歳出iζ 占める比率も

構成比も 5. 8 %から 1O. 5へと伸びているわけであります。こうした

公債費の増大は財政の硬直化をもたらす重要な要因となろうかと思います。

乙の公債費の動向についてどのような見通しを持っておられるのか、市財

政の運営上重大な問題だと思いますので、御説明を願いたいと思うわけで

あります。
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次tζ 、認定の第 2号国民健康保険特別会計決算はついてでありますが、

114ページ、一昨年土光さんを会長とする臨調が、療養給付費の 5%都

道府県肩がわり問題など起乙りまして、大変に記憶に新しいと乙ろであり

ますが、本年の決算で国庫補助金が 56年度の決算の数字と比較した場合

に約 1700万円減っているわけであります。特lこ臨時財政調整交付金の

中の財政調整分が 1100万円減っているわけであります。この国からの

補助金が減額されたのはどういう乙となのか御説明を願いたいと思うわけ

であります。

以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきたいと思います。

(市長半揮良一君登壇)

。市長(半海良一君) 神田議員の御質問lζ お答えをいたします。

市長交際費につきましては、総支出額は 44 9万 8093円でございま

して、その内訳は慶弔関係で 64件、金額に対する割合は 9. 2 %、各種

団体の行事lζ対する祝い金等 111件、 16. 3 %、諸会議への会費等 9

5件、 16. 1 %、接待、中元、歳暮等 356件、 39. 6 %で、その他

広告、賛助、謝礼等 95件、 18. 2 %でございます。特に支出の動向!ζ

変化はございません。

先ほど御質問の、昨年 9月の件については支出はいたしておりません。

保育所費及び児童福祉施設負担金に関連しての御質問でございますが‘

保育所へ入所措置された児童の措置費につきましては、その児童の家庭に

ついて措置費を負担できる者からは徴収し、負担できない者については国

や県や市がかわって負担する乙とになっておりますが、この負担能力の認

定基準を明確にして公平を期する意味から本市では国基準lζ 治って階層認

定を行い、徴収基準額については国基準額の前年度を市基準額として保護

者負担の軽減を図っているところでございます。

近隣市町村の保育斜はっきましては、平均しまして 3歳未満児の最高額

が 3万 25 0 0円、 3歳以上児の最高は 2万 2440円となっております

また、近年における出生児童の減少に伴い、保育所への入所児童は減少

傾向にありますが、反面家庭婦人の職場への進出の増大や就業形態の多撮

化による保育所ニーズlζ対応して、障害児の積極的受け入れや乳児の受付

入れ月齢の引き下げ及び延長保育等行い、内容面での充実金図っていると
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ころでございます。

なお、超過負担はっきましては、先ほどの御質問 lこもございましたよう

な義務教育諸学校における超過負担等も含めまして、全国市長会におきま

して超過負担解消特別委員会というものを設けまして常にこの解消に努力

いたしておると乙ろでございます。

次lこ、し尿処理費及び衛生手数料についての御質問でございますが、こ

の手数料はっきまして受益者負担の割合を幾らにするかということについ

てはいろいろ議論のあると乙ろでございますが、当市の場合は収集lζ 要す

る経費は全額、処理については人件費告除いた処理経費を受益者負担でお

願いしようというのが基本的な考えでございます。限られた一般財源から

充てるということはそれだけ財政上のしわ寄せがどこかに出るということ

でございます。

次lこ、収集の経費でございますが、 10 t当たり 63円 48銭、処理費

は 10 t当たり 39円 37銭、合計 102円 85銭となっております。

次に、公債費についてでございますが、公債費の現状と今後の動向及び

財政状況の推移につきまして御質問がございましたが、昭和 57年度の公

債費 10億 869万余円はっきましては年度末におきまして 1億 7000 

万余円の繰上償還をいたしましたので前年度に比べ構成比は増加をしてい

るわけでございます。

今後の動向といたしましては、歳入の伸びゃ行政需要と適債事業との関

係もございますが、構成比等は昭和 60年度及び 61年度がピークになる

と思われますので、起債現在高、公債費比率等に十分配慮をいたしてまい

りたいと考えております。

また、財政状況の推移についてでございますが、従来!とも増して厳しい

環境にあることは御案内のとおりでございます。加えて今国会に提案が予

定される減税施策の動向、 59年度予算編成に際し政府決定された公共事

業費のマイナスシーリング、補助金の縮減等、推測するには余りにもむず

かしい状況はございます。いずれにいたしましても過去のような大幅な伸

びは期待できませんので、今後とも歳入の確保と事業の厳選を行いながら

健全な財政運営iζ 努めてまいりたいと思っております。

次に、国民健康保険特別会計の国車補助金が対前年度減額になった理由
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はっきましてお答えをいたします。

国庫補助金の減 17 4， 6万 6000円のうち、 16 6 3万 90 0 0円が

臨時財政調整交付金の減でございます。

臨時財政調整交付金は、老人医療費の無料化tとより国保の医療費がふえ

る乙とに補助する財政調整分と高額療養費lζ補助する分からなっておりま

す。

まず、財政調整分の減 11 2 3万4， 000円について御説明をいたしま

す。 56年度は厚生省も 1年分の予算を持っておりましたが、しかし 57 

年度は 57年 10月 1日から老人保健法が施行されるという前提で半年分

しか予算がございませんでした。乙のため市町村への交付も減ったもので

ございます。

次lζ 、高額療養費分はっきまして申し上げますと、厚生省の要求に沿っ

た予算額は 57年度も獲得きれたのでございますが、しかし交付額が減っ

たと乙ろを見ますと、厚生省の予想よりも市町村の申請額が多かったもの

と思われます。乙れは予算枠内での補助という臨時財政調整交付金の性格

上やむを得ないものと存じます。

以上、答弁を終わります。

01番(神田守隆君) 保育所の関係で尋常でないというふうに私も思っ

て一一乙の聞いわゆる保育所関係の超過負担がわずか 4年の聞に4， 0 0 0 

万から 90 0 0万という、ほぽ倍近いような増大をしたという乙とで、乙

れはさらに積極的に市としても働きかけをしていかなければならぬのじゃ

なかろうかと思うんですが、同時に市の保育内容というのは国の基準に比

べて非常にぜいたくなものがあるのかどうか、あるいは国の基準が低過ぎ

るというと乙ろに問題があるのかどうか、そ乙らを少し見きわめたいと思ー

いますので、そのへんについてどういうふうにお考えであるのかお聞かせ

願いたいと思うわけであります。

そして、乙の問題と非常に関連するわけですが、措置児童数の減少が一

一単に乙れは児童数が減ったという乙ともあるんですが、しかし実際に保

育園の対象児童という乙とから言えば、 3歳児で 30%程度というような

乙とで、まだまだ非常に潜在的な保育所への入所希望というのが考えられ

るんじゃなかろうかという感を強く持つわけで、乙うした点で、保育lζ 欠
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けるというような児童を措置する施設だという乙とは重々承知しているわ

けですが、その上でなおかっ保育所への入所率を高めていくような施策と

いうのが必要なんではなかろうか、乙ういうふうに思うんですが、乙のへ

んについていかがお考えか。

ぞれから、し尿の関係ですが、市長の考えは予算の審査のときと基本的

には変わっておらぬというふうに受け止めましたけれども、そうすると実

際にはコストは 102円 87銭、現実には 90円ということで運営をして

いるわけですから毎年、毎年赤字になるのは明らかだと思うんです。そう

した上で今後ともくみ取り掛金の値上げというのは、乙ういう乙とから当

然乙ういうふうにならざるを得ないと思うんです、乙ういう考えに立つな

らば。しかしそうした市長のお考えが実際はは市民の了解すると乙ろにな

らなかったというのが 51年度の現実だろうと思うんです。

私はさらに積極的lとコストの負担のあり方について、実際 57年度から

処理場が新しく運営をすると、それまでの処理場の運営コストというのは

たかだか 5円何がし、 6円足らずの処理コスト、それが新しい処理場がで

きて乙れが 40円相当が処理コストという乙とで大変一気に処理コストが

上がった、それをそのまま市民に負担をかけたというと乙ろはそもそも問

題があろうかというふうな理解をしているわけですが、そうした乙とから

コストの負担のあり方についてやっぽりランニングコストといわれるもの、

乙れの相当部分というのは本来市が負担するべきではないだろうか。昨日

の論議の申で社会教育施設の経費の半分は市の方で持つんだというお話も

ありましたけれども、ランニングコストの半分程度は市の方で負担すると

いう積極的な態度を持つべきじゃなかろうかと思ろんですが、とのへ人に

ついてまたそういうような検討はきれないのかどうか。

あと、公債費及び国民健康保険については了解いたしました。

。民生部長{鈴木 力君) お説のように確かに市の超過負担というもの

は年々増加しているのが現状でございます。

そ乙で、各公立の保育所の運営はっきましては、まず適正かどうかとい

うようなお尋ねでございますけれども、各保育所lζ おきましてはそれぞれ

児童の措置はっきましては適正な措置を講じておるわけでございます。特

に最近は障害児、そういう児童も積極的に受け入れをしておりまして、現
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在も 12名でございますか、おるわけでございますが、そういう乙とで運

営そのものにつきましては適正な運営をしているという乙とを考えておる

わけでございます。

それから、措置児童数の減少でございますけれども、最近これは全国的

でとぎいますが、出生児数の減少等lとよりまして就学前の児童数が毎年大

体 5%程度減少している状況でございます。そういう乙とから保育所にお

きます措置児童の措置率も減少の傾向にあるわけでございます。しかしな

がら総体の児童数の減少の割合ほど措置児童数は減っておりません。

それから、なお市の公立の保育園の場合には、最近におきましては私立

保育園の方にある程度入所というものを勘案いたしまして、そういう配慮

をしておるのが実情でございます。そういうことによりまして若干各保育

所とも措置児童数というものは減っておるのが実情でございます。

それから、保育料の問題につきましては、乙れは現在におきましては、

館山市の場合におきましては前年度の国の徴収基準額、これを採用してお

りまして、徴収額そのものは適正だというふうに考えておるわけでござい

ます。本来ならば保育制というものは保育所の経営に要するいわゆる経営

コストに見合う斜金というものを徴収すべきであるというように考えるわ

けでありますが、厚生省の算定の徴収基準というものがございまして、そ

れに準じて館山市の場合は前年度の基準額を徴収いたしまして負担軽減を

図っているというのが実情でございます。

県下の各市の公立の保育園の保育制、乙れを 56年度で比較をしてみま

すと、 1人当たりの保育制金見ますと平均よりも館山市は安くなっており

ます。そういう乙とでございます。

保育制を安くするという乙とはわかるわけでありますが、これによって

さらに市の超過負担というものもふえる乙とになりますので、決して良質

ではないというように考えておるわけでございます。

以上です。

0市長(半海良一君} し尿処理手数制についての基本的な考え方は今後

も変えるつもりはございません。

o 1番(神田守隆君) よくわかりました。

保育斜について 1点お聞かせを願いたいんですけれども、国の基準で 6
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0人定員、 90人定員、壬 o0人定員ということで、定員によって保育単

価が遭うという乙とから保育料が違うという乙とになっておりますが、そ

ういう乙とから当市で当てはめてみますと、館野とか九重、房南、アンデ

レ、豊房、子育てなどというような保育園の保育斜は純真、中央、船形の

保育園lζ 比べて高くなっているというのが実情だろうと思うんですが、し

かし同じ市民が居住地が違うという乙とで保育制が違うというのも、また

これもなかなかおかしいんじゃなかろうかという危棋を持つんですが、こ

のへんについて国の基準だからというそれだけの乙とではなくて、さらに

館山市としての保育所の保育料金について統一的な考え方はできないもの

か。現実に、ある保育園が満杯だからそっちへ行ってくれというような場

合もあるわけです、保育園の場合は。そういうケースもあるわけですから、

そういうようなととでお聞かせを願いたいと思うわけであります。

。民生部長(鈴木 力君) 各保育所の定員規模はよりまして保育斜が違

うわけでございますが、御指摘のとおりでございます。これにつきまして

は常日ごろから関係者でいろいろ検討令しているわけでございますが、こ

れは一挙lと同じような料金lとするという乙とはいろいろ問題がございます

ので、直ちに一律lζ 同じ料金lとするという乙とは現在のと乙ろ考えておら

ない次第でございます。

O議長(石井 正君} 以上で 1番議員君の質疑を終わります。

以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑あ

りませんか。

03番(山中金治郎君) 決算につきましては、特別委員会が開かれるよ

うでございますので、一番表面の部分だけ、 3点だげ簡単!とお伺いをきせ

ていただきたいと思います。

一番上の明細目次の項の中で、繰越金が 5億 7097万 3326円とい

うことでございます。それで実際!とは広報でも黒字が 4億 57 5 8万 60 

o 0円何がしかあるという乙とが出ておりますけれども、この決算書見る

限りでは、前年度の繰越金がいま言いましたように 5億 70 9 7万 300

0円何がしかございますので、先ほど言いました黒字という 4億 5758 

万 6000円何がしを差し引きますと 1億 1338万 70 0 0円何がしと

いうことになるわけでございますので、実際lζ は伺か私はこれは赤字にな
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るような気がいたしますのでその点をお伺いしたいと患います。

それと、乙の中で先ほど来質問が出されておりますが、市債と公債費を I I 

比べてみました場合lζ 、わずか 2. 8 %しか余裕がないという乙とで、こ

れも何か異常のように考えられるわけでございます。

それと、決算審査の意見書のむすびのと乙ろで、 「工事計画の効率的執

行を図るため、一連の進行管理に特に留意されたい j とありますので、乙

れは工事がかなり遅れておるように受け取れますので、どの程度遅れがあ

るのか。できれば年度内lζ執行するのが望ましいわけでございますが、そ

の 3点についてお伺いしたいと思います。

。総務部長{鶴岡皐樹君} 収支の問題と起慣の問題、お答えいたします c

御指摘のとおり、単年度で 56年度と 57年度を比較しますと、ムの 1

1害47 1 5万 30 0 0円lとなります。という乙とは、 56年度の繰り越し

が S億 68 0 7万 30 0 0円、今年度お顕いしてあります操り越しが 4億

2 0 9 2万ですから、その差が赤字でとざいます。

確かに単年度赤字でございます。表向きは 4億何がしで出ておりますん

で、常々私どもの方も黒字で余裕財源で見られると困る、そういう乙とで

お願いしてございまして、内容的なものをながめてみますと、たとえば 4

億 20 0 0万なぜ出てきたんだ一一ーという乙とは給与改定がたまたま 4• 

58%のあれがなかった、それで 9000万乃至 1憶の金が浮いた一一ーと

言うと失礼なんですが、執行がなかった。そういう乙とと予算どきの執行

チェックもできるだけ行いまして節約に努めた関係もございます。そうい

う乙とで 9000万ございます。

それと、御案内のように前年度と言いますか、 57年度は大変厳しい財

政状況がございまして、国税も 6兆円何がしの減、それで国税 3税から響・

きます交付税、それも幸いに地方公共団体は借金で賄った。幸いには賄っ

たんですが、要は先食いをした。そういうととで 1億円を超える交付税も

いただいた経緯がございます。

一番、歳入ではよかったのは、競輪収入が思いのほかと言いますか、予

算上よりも 30 0 0万巻超える歳入があった。そういう乙とを見ますと何

か大ざっぱな内容で申し上げますと、 3憶を趨えるいろいろな節約的なも

のがあったし、歳入もあった。そういうことが考えられます。
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そういうことで、仰せのとおり単年度でございますと約 1億 5000万

円のムの計算でとざいます。

それと、市債の関係でございますが、お尋ねは歳入が 10億何がしの市

債がございまして、歳出の方も 10憶を超える歳出がある、そういうお話

で一一一単純比較のお話だと思いますが、歳入につきましては先ほどから市

長が御説明申し上げましたとおり厳選な事業選定を行いまして起債充当を

しております。ぞれで歳出の方は御案内でございましょうが、たとえば長

いものですと 25年を超える期間、償還期間がございます。そういういま

までの積み上げの借金返済が 10 憶あります。そういうことでございまし

て数字上は似かよっておりますが、内容的なものは全然別でございます。

O経済部長(山田俊康君) 工事計画の一一一工事の関係で決算意見書に出

ているということで、乙の意見書の申では「一連の進行管理lζ特に留意さ

れたい」という乙とで、特別工事の遅れがあったという乙とではございま

せん。

ただ、関連的l乙申し上げますと、たしか昨年は 2度の集中豪雨、ぞれか

ら台風等ありまして、災害の工事等が割り込んでまいりましたため、多少

の遅れと言われる部分はあったかもしれませんけれども、とにかく進行管

理、今後も十分注意して効率的な事業を執行したいと考えております α

03番(山中金治郎君) よくわかりました。

予算で繰越金が多く出た場合にはという乙とで、地方財政法にもうたっ

てございますので、実際、現在直接の住民の負担になる手数料だとか起債

が大分ふえておりますので、ひとつ形式上だけではなくて本当に黒字が毘

込まれるようになるよう運営をお願いしたいと思います。

終わります o

O議長(石井 正君) 他 lζ 御質疑ありませんか。~町質疑なしと認め

ます。以上で質疑を終結いたします。

決算審査特別委員会の設置・付託・委員の選任

。議長(石井 正君) お諮りいたします。

ただいま議題となっております昭和 57年度各会計決算はっきましては、

1 0人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託
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の.1、審査する乙とにいたしたいと思います。とれに御異語ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって決定いたしました c

重ねてお諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会

委員の選任については、委員会条例第 4条第 1項の規定により

1番議員神田守隆君 3番議員 山中金治郎君

7番議員榎本春光君 8番議員小宮利夫君

1 2番議員石井 諜君 1 3番議員石井昌治君

1 6番議員松下正己君 1 9番議員黒川平治君

2 3番議員伊賀多朗君 2 4番議員流山源次郎君

以上、 10人を指名いたしたいと思います。乙れに御異議ありませんか:

( r異議なし Jと呼ぶ者あり)

0議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よってただいま指名いた

しました 10人の諸君を決算審査特別委員会委員に選任する乙とに決しま

した。

ただいま選任されました決算審査特別委員会委員の方々は、後ほど乙の

議場において正副委員長の互還を行いますので、御了承願います。

延 会午後零時 o1分

。議長(石井 正君} お諮りいたします。

本日の会議はこれにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長{石井 正君) 御異議なしと認めます。よって本日は乙れにて延ー

会するととに決しました。

なお、明 9月 22日から 9月 2 9日まで各委員会での議案審査のため休

会、次会は 9月 30日午前 10時開会といたします。その議事は議案第 3

6号乃至議案第 50号及び認定第 1号乃至認定第 8号iζ係る各委員会にお

ける審査の経過並びに結果の報告、討論、採決及び追加議案の審議といた

します。

乙の際、申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは、 9月S
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0日午前 9時まででありますので申し添えます。

。本自の会議iζ付した事件

1 認定第 1号乃至認定第 8号

1 決算審査特別委員会の設置・付託・委員の選任
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